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ø 　事案の概要

買主ߕは、ฏ27年３݄29日、媒介業者Ե
の仲介により、ݸ人売主より、都内̖۠所ࡏ
の地ʢ80ᶷ、ଞࢲ道࣋分ありʣ及び中ݹ建
物ʢ木εϨʔト෪２֊建、Ԇচ໘ ɿੵ89ᶷʣ
を1350ສԁでߪೖし、ฏ27年４݄30日にܾ
済・引しを受け、ಉ年５݄３日にೖډしたɻ

ฏ28年１݄、本物件と道路をִてたか
いଆに戸建分ৡ住の建設が༧定され、ͦの
建設༧定に関するνラγがポεトにവされ
たが、ͦのνラγには、ͦの戸建分ৡ住建
設༧定地の一部が都市計画道路にࢦ定されて
おり、ߕのߪೖした地のશ体が都市計画道
路にࢦ定されているとの記載があったɻ

は、̖۠の都市整උ部֗づくり調整՝にߕ
֬認したとこΖ、都市計画道路にࢦ定されて
いることが判明したɻ

ͦこで、ߕは、重要事項説明書には都市計
画道路にࢦ定されていることについては、Կ
の説明も無かったことから、Եに対して、Ҏ
下を理༝として、損害賠償及びҚँ料の請求
をしたɻ
ᶃ事業ܾ定がされた場合、ډ住することが出

དྷなくなることɻ
ᶄ中ݹ物件のためमસがඞ要だが、立ୀき࣌

期が不֬定のためֹߴの費用がֻかるमસ
ʢੵݟりɿ333ສԁʣが࣮行できないことɻ

ᶅ立ୀきのࡍの྆のෛ担ɻ
ᶆ都市計画道路にࢦ定された地の為ධՁが

下がり売買金ֹがଥ当でなかったことɻ
Եは、ฏ28年３݄27日、ߕとの交বにお

いて、都市計画道路の計画ܾ定について説明
が漏れたことは認めたが、長期に事業ܾ定が
されておらͣ、通常の使用収ӹに特ஈの੍ݶ
はなく、損害が生͡ていることはないとのߟ
えํをえる一ํで、͝をおֻけしたこ
とについて、仲介ख料の一部のฦ却をݕ౼
しているࢫえたɻ

これに対して、ߕは、仲介ख料のฦ却で
はೲಘ出དྷͣ、֎น・ࠜվम工事費ੵݟり
の中で、ࠜ෪きସえをした場合の工事費用
相当333ສԁの支払いをڧくرしたɻ

これを受けて、Եは、ฏ28年４݄15日付
書໘にて、料として、仲介ख料ʢ50ສ
ԁ༨ʣの͏ͪ、35ສԁをฦؐするࢫਃ出たが、
交বはਐలしない··であったɻ

当事者間の交বでは解ܾがࠔなঢ়گであ
り、ํが当機ߏにおける特定ฆ૪ॲ理によ
る解ܾをرしたため、特定ฆ૪ॲ理要請に
ったものであるɻࢸ

ù 　紛争ॲཧのܦա

ҕ員３໊ʢห１໊࢜ޢ、一ൠ行政ݧܦ者１
໊、建ஙઐՈ１໊ʣにより４ճの調整を行
なったɻ
˓ୈ１ճの調整において、ߕは、ਃ立書の内
容に基づいて、ᶃ事業ܾ定がされた場合、住
Έଓけることができなくなること、ᶄ立ୀき
期が不֬定のঢ়ଶでඞ要なमસ工事が出དྷ࣌

　　　3&5*0　ಛఆฆ૪Ҋ݅ʗฏ��第̎߸の͋Β·͠

հऀۀʹΑΔܭࢢըಓ࿏のॏઆҧΛΊ͙Δτϥブル
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ないこと、ᶅ立ୀきのࡍにྸߴの྆にෛ担
がֻかること、ᶆ都市計画道路にࢦ定された
地でありධՁが下がること、なͲを主ுの
্、調査説明ϛεがあったとして、Եに対し
て金મతなิ償を求め、合理తな金ֹはࢉ定
することができないので、当໘ඞ要なϦϑΥ
ʔϜ工事費用333ສԁを要求するࢫਃ出たɻ

一ํ、Եは、建業者として都市計画道路
のݟམとしとい͏ॳาతϛεがあったことは
認め、ͦの賠償金ֹとしては、判அ基४が分
からない中で、都市計画ܾ定がある場合の相
ଓ੫ධՁֹ３ݮˋを当てはめて、35ສԁをఏ
ࣔしたが、社内తにݻ·っている༁ではない
とਃ出たɻ

ҕ員よりは、Եに対して、ҕ員としてこの
場で直ͪにଥ当な金ֹをఏࣔ出དྷる立場では
ないことを説་し、ॾʑのྀߟ要ૉを౿·え
た্で、も͏一社内で金ֹの্ੵΈをݕ౼
するよ͏要請したɻ
˓ୈ２ճの調整において、Եは、前ճのҕ
員からのࢦఠを౿·えて社内でݕ࠶౼した結
Ռとして、100ສԁ支払いの用意があるࢫਃ
出たɻ

これを受けて、ҕ員より、ߕにえたとこ
Ζ、ಉ੮したは、これ·でԵとの交বの
૭ޱとなっており、ϦϑΥʔϜ工事費用333
ສԁの請求をしたのは、自分自でԿݢかの
不動産に当たった結Ռとして、都市計画道
路にֻかっている物件は中ʑ売れないとい͏
ことを知らされ、30ʵ40ˋぐらい引かなけ
れ仲介できないとい͏業者があったので、
売買金ֹの３ׂ相当を損害として、300ສԁ
をえる請求をしているとਃ出たɻ

これに対して、ҕ員よりは、収用に͏ิ
償੍についてৄしく説明の্、３ׂの損害
と·では認められにくいのではないかと説་
して、ંり合える金ֹについて່間でし
合いもଅしたが、結局వ·らͣ、として

は、今日のஈ֊では、200ສԁは要求したい
とਃ出たɻ

Ҏ্を受けて、ҕ員より、ํに対して、
次ճ期日·でに、更なるาΈدりをݕ౼する
よ͏要請したɻ
˓ୈ３ճの調整において、ҕ員は、·ͣ、
ԵよりௌऔしたとこΖ、Եはߕが主ுする
200ສԁはࠜڌがないことなͲを主ுしたが、
100ສԁをえる金ֹは一切出せないとい͏
ことではなく、ߕのر金ֹがݟえないとݕ
౼しにくいので、ΉしΖߕのر金ֹをฉい
てཉしいとਃ出たɻ

これを受けてҕ員より、ߕの意を֬認し
たとこΖ、前ճ調整ޙ、ห࢜ޢとも相談した
が、100ສԁはす͗るࣈだとݴΘれたと
し、今ճのԵのఏֹࣔをฉいた্で、࠶ห
えているとਃ出たɻߟ判もࡋ、に相談࢜ޢ

これに対してҕ員より、Եのײ৮として
100ສԁプラεΞルϑΝはߟえられるが150ສ
ԁ·で出るかͲ͏かはඍົであるࢫえたと
こΖ、ߕは່間でٞしつつ、結として、
150ສԁであれંり合͏ࢫਃ出たɻ

これを受けてҕ員より、Եに֬認したとこ
Ζ、150ສԁであれ社長のྃ解を一྆日中
にऔれるとਃ出たため、基本తな和解合意が
立、次ճ期日に和解契約調ҹのํとなっ
たɻ

なお、ҕ員よりਫ਼ࢉ条項に関࿈して、ߕが
住ϩʔンを借りている金༥機関からʢ都市
計画道路記載ϛεのある重説を理༝にʣ期ݶ
の利ӹࣦによるฦ済要求のՄੑをࢦఠ、
この点をྀߟした和解契約書Ҋ文記載ํ法に
ついては次ճ期日·での間にݕ౼することと
したɻ
˓ୈ４ճの調整においては、前ճ期日ޙ、
Եより、解ܾ金150ສԁにつき社長ܾࡋをऔ
ಘした֬ࢫ認があったɻこれを受けて、和解
契約書のҊ文については、期日前にҕ員にて
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の্、༧め、Եにఏࣔ、Եのྃ解をऔಘ࡞
にもఏࣔしてྃ解をऔಘしたɻߕ、ޙ

Ҏ্の事前खଓをܦて、４ճの期日当日
においては、当事者ํが和解契約書ݪ本に
記໊ೀҹをして、解ܾ金の授受を行ったため、
本件は正ࣜに和解契約立にࢸったɻ

和解契約の内容はҎ下のとおりであるɻ

ୈ１条　Եは、ߕに対し、本Ҋ件にかかるߕ
によるฏ28年５݄31日付ਃ立書記載の損害

ʢҎ下「本損害」とい͏ɻʣにつき、解ܾ金と
して金150ສԁの支払義務があることを認め、
্記金員શֹを本日支払い、ߕはこれを受ྖ
したɻ
ୈ２条　ߕ及びԵは、本損害につき、前条に
定める΄かにԿ等の࠴ݖ࠴務がないことを相
判֎を問ࡋ、判্ࡋいにޓޙに֬認し、今ޓ
Θͣ、一切の請求及びҟٞਃ立てをしないも
のとするɻ
ୈ３条　ߕは、本Ҋ件につき、行政庁へなし
たԵへのۤਃ立てをऔり下͛るɻ
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